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＜IEC60669-1＞ 
規格番号 タイトル 分類 電気用品例 

JIS C 8281-1：2011 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ－第1部：一般要求事項 製品安全規格 タンブラースイッチ，ロータリースイッチ，押しボタ

ンスイッチ，その他の点滅器 

＜国際規格との差異等の概要＞ 
項目 JISの規定 国際規格の規定 現行省令第２項の規定 デビエーション理由等 備考 

1 ただし，タイプ2（7.1.9A参照）の場合

は，30 A以下とする。 
なし（63A以下） 国際規格に同じ 一般的に家庭用の屋内配線では30 Aを

超える定格電流値の点滅器は使用され

ていないため，タイプ2（JIS電線用）

については，JISでは30Aまでしか規

定がない。 

配電事情 

 ねじなし端子付きスイッチの定格電流

は，最大20 A以下とする。ただし，タ

イプ1（7.1.9A参照）の場合は16 A以

下とする。 

ねじなし端子付きスイッチの定格電流

は，16 A以下とする。 
ねじなし端子付スイッチの定格電流は

20 Aを限度とする。 
一般的に家庭用の屋内配線器具では，

15A又は20 Aの定格電流値の点滅器に

ねじなし端子を使用しているため，タ

イプ2（従来工事用）については，20A
まで対象を広げた。 

配電事情 

 注記 1 440 V を超える定格電圧のス

イッチに対する適用範囲の拡張は，現

在検討中である。 

JISに同じ 注1 （削除） 特に削除する理由がないので，IEC 規

格どおりに注記を残した。 
整合 

 注記 4 埋込形スイッチの取付ボック

スは，JIS C 8340，JIS C 8435又はJIS 
C 8462-1で規定している。 

注記 4 埋込形スイッチの取付ボック

スの一般要求事項は，IEC 60670で規

定している。 

注2 （国際規格に同じ） 日本で用いているボックスの規格を追

加した。 
追加 

 － 絶縁スイッチ（個別要求事項は，

検討中。） 
－ 絶縁スイッチ（個別要求事項は，

関連パート2による。） 
なし 絶縁スイッチの個別規格は，JISにはな

いため，今後の検討とした。 
同等 

 注記5 （削除） 注記 5 これらのスイッチに使用する

可とうケーブルの最小長さは，各国の

配線規定によって規制することができ

る。 

注3 （国際規格に同じ） JISには不要な記述である。 配電事情 

2 JIS C 3307 600 V ビニル絶縁電線

（IV） 
なし … 引用規格として追加したため，リスト

した。 
追加 
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項目 JISの規定 国際規格の規定 現行省令第２項の規定 デビエーション理由等 備考 

 JIS C 3664 絶縁ケーブルの導体 なし 国際規格に同じ   
 JIS C 8303 配線用差込接続器 なし 国際規格に同じ   
 JIS C 8340 … なし 国際規格に同じ   
 JIS C 8435 … なし 国際規格に同じ   
 JIS C 8463 … なし 国際規格に同じ   
 なし IEC 60050-442：1998… 国際規格に同じ 引用規格としていないため，削除した。 削除 
 なし IEC 60227-1：1993… IEC 60227-1：1993… 

アメンドメント１（1985） 
  

 なし IEC 60227-3：1993… 国際規格に同じ   
 なし IEC 60227-4：1992… 国際規格に同じ   
 なし IEC 60245-1：1994… 国際規格に同じ   
 なし IEC 60364-4-46：1981… 国際規格に同じ   
 なし IEC 60670：1989… 国際規格に同じ   
 なし IEC 60998… 国際規格に同じ   
 なし ISO 2039-2：1987… 国際規格に同じ   

5.4 二つの定格電圧をもつスイッチは，い

ずれか高い方の電圧で試験する。 
例 250/380 Vと表示したスイッチは，

380 Vのスイッチとして試験をする。 

250/380 Vと表示したスイッチは，380 
Vスイッチとして試験する。 

国際規格に同じ IEC 規格の定格電圧の例は，日本では

一般的でないので，趣旨を規定した。 
同等 

6.1 スイッチの定格電圧は，100 V，125 V，
130 V，200 V，230 V，250 V，277 V，
300 V，380 V，400 V，415 V又は440 
Vとすることが望ましい。 

スイッチの定格電圧は，130 V，230 V，
250 V，277 V，380 V，400 V，415 V
又は440 Vとすることが望ましい。 

 
 
…380 V，415 V及び440 Vが望まし

い。 

日本で使用されている標準定格電圧を

追加した。 
配電事情 

 ベル用瞬時接触スイッチ，電磁遠隔制

御スイッチ及び遅延スイッチの標準定

格電圧は，100 V，125 V，130 V，200 
V，250 V又は300 Vとする。 

 
 
…標準定格電圧は，130 V又は250 V
とする。 

JISに同じ   

 その他の定格電圧を使用する場合に

は，100 V以上とする。 
その他の定格電圧を使用する場合に

は，120 V以上とする。 
JISに同じ   
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項目 JISの規定 国際規格の規定 現行省令第２項の規定 デビエーション理由等 備考 

 適否は，表示の目視検査によって判定

する。 
なし 国際規格に同じ 6.1 と 6.2 の判定方法は，項目毎に記載

した。 
明確化 

6.2 スイッチの定格電流は，タイプ 1 につ

いては，6 A，10 A，16 A，20 A，25 A，
32 A，40 A，45 A，50 A又は63 Aと

することが望ましい。また，タイプ 2
については，0.5 A，1 A，2 A，3 A，4 
A，6 A，7 A，10 A，12 A，15 A，20 A
又は30 Aとすることが望ましい。 

スイッチの定格電流は，6 A，10 A，16 
A，20 A，25 A，32 A，40 A，45 A，
50 A又は63 Aとすることが望ましい。

スイッチの定格電流は，6 A，7 A，10 A，
12 A，15 A，16 A，20 A，25 A，32 A，
40 A及び63 Aが望ましい。 

タイプ 2（我が国の JIS 電線を用いる

もの）のスイッチ用として我が国で使

用している定格を追加した。 
我が国では，省電力形の換気扇用スイ

ッチが普及しており，電流定格範囲を

広げる必要がある。 

配電事情 

 タイプ1 については，定格電流は 6 A
以上でなければならない。ただし，1 A，
2 A及び4 Aの定格電流は，ベル用瞬時

接触スイッチ，電磁遠隔制御スイッチ

又は遅延スイッチに対して認められ

る。 

定格電流は6 A以上でなければならな

い。ただし… 
なし   

 16 A（タイプ2については，15 A）以

下の定格電流をもつスイッチは，様式

番号3及び03のスイッチ並びに瞬時接

触スイッチを除き，定格電流に等しい

蛍光灯負荷電流をもたなければならな

い。 

16 A 以下の定格電流をもつスイッチ

は，様式番号3及び03のスイッチ並び

に瞬時接触スイッチを除き，定格電流

に等しい蛍光灯負荷電流をもたなけれ

ばならない。 

なし 欧州で一般的な 16 A の定格について

は，タイプ2のスイッチは，15 Aの定

格電流で対応する。 

 

 スイッチの定格電流が16 A（タイプ2
については，15 A）を超え，25 A（タ

イプ2については，20 A）以下のもの

にあっては，任意に蛍光灯ランプによ

る試験を行うことができる。 

スイッチの定格電流が16 Aを超え，25 
A 以下のものにあっては，任意に蛍光

灯ランプによる試験を行うことができ

る。 

国際規格に同じ 欧州で一般的な 25 A の定格について

は，タイプ2のスイッチでは，20 Aの

定電流格で対応する。 

 

 適否は，表示の目視検査によって判定

する。 
6.1及び6.2の適否は，表示の目視検査

によって判定する。 
国際規格に同じ 6.1 と 6.2 の判定方法は，項目毎に記載

した。 
明確化 

6.3 スイッチは，IP20，IP40，IP44，IP54 JISに同じ （削除） IPコードの推奨値を IECに整合した。 整合 
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項目 JISの規定 国際規格の規定 現行省令第２項の規定 デビエーション理由等 備考 

又は IP55 の保護等級（IP コード）を

もつことが望ましい。 
 注記 IP コードについては，JIS C 

0920参照。 
なし  7.1.4 の注記は，この項目にある方が分

かり易いため移動した。。 
同等 

7.1.2 － ノーマルギャップ構造のスイッチ

（表20を適用するスイッチ） 
－ ミニギャップ構造のスイッチ（表

20を適用するスイッチ） 
－ マイクロギャップ構造のスイッチ

（表20を適用するスイッチ） 
－ 接点ギャップがないスイッチ（半

導体スイッチング素子）（表 20 を適用

するスイッチ） 

－ ノーマルギャップ構造のスイッチ

－ ミニギャップ構造のスイッチ 
－ マイクロギャップ構造のスイッチ

－ 接点ギャップがないスイッチ（半

導体スイッチング素子） 

国際規格に同じ 我が国では，絶縁設計の考え方の違い

により接点間ギャップによる区分がな

い。 

配電事情 

7.1.4 － IPX3：散水に対する保護をもつス

イッチ 
なし － IPX3：保護等級をもった防雨形ス

イッチ 
我が国で用いている防水区分を追加し

た。 
追加 

 なし JISに同じ － IPX7：保護等級をもった防浸形ス

イッチ 
IPX7用スイッチについては，規定しな

いことにした。 
整合 

 なし 注記 IP コードの説明については，

IEC 60529参照。 
国際規格に同じ 6.3に移動した。 同等 

7.1.8 － 単線専用のねじなし端子付きスイ

ッチ 
なし JISに同じ 我が国の配電事情によって，用いてい

る単線専用のねじなし端子の区分が必

要である。 

追加 

 注記 “可とう導体”とは“集合より

線”を示し，“非可とう導体”とは“単

線”及び“より線”（同芯より線・円形

圧縮より線）を示す。 

なし 国際規格に同じ 注記として電線の種類の説明を加え，

理解しやすくした。 
明確化 

7.1.9A 7.1.9A 接続する電線によって，次の

ように分類する。 
－ JIS C 3664による断面積の導体を

項目なし 国際規格に同じ スイッチのタイプによって，接続する

電線が大きく2 種類（IEC 及びJIS）
存在するため，接続電線による区分を

配線事情 
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項目 JISの規定 国際規格の規定 現行省令第２項の規定 デビエーション理由等 備考 

接続するスイッチ（タイプ1） 
－ JIS C 3664以外のJISによる断面

積の導体を接続するスイッチ（タイプ

2） 
－ タイプ1 及びタイプ2 兼用のスイ

ッチ 

追加した。 

7.1.9B 7.1.9B 絶縁設計によって，次のよう

に分類する。 
－ 表20を適用するスイッチ 
－ 附属書JAを適用するスイッチ 

項目なし 国際規格に同じ 従来から我が国で使用している電線

管・ダクト・ボックスに組合せ施工す

るため，器具の大きさなどを考慮して，

絶縁協調については，電気用品の技術

上の基準を定める省令（昭和37年通商

産業省令第85号）第一項の別表第四に

よる絶縁距離を併用するため，区分し

た。 

配電事情 

7.2 7.2 タイプ1の定格電圧及び定格電流

と極数との望ましい組合せを，表 1 に

示す。 

7.2 定格値と極数との望ましい組合

せを，表1に示す。 
7.2（削除） 定格電圧及び定格電流と極数との組合

せの表1 をタイプ1 のスイッチ用とし

た。 
我が国で従来から使用している定格電

流と異なる。 

配電事情 

 表 1－定格電圧及び定格電流と極数と

の望ましい組合せ 
定格電流 

A 
極数 

定格電圧

120 V 以

上 250 V
以下 

定格電圧

250 V を

超え 

1，2及び
4 

1 － 

6 1 
2 

1 
2 

10 1 
2 

1 
2 

表 1－定格値と極数との望ましい組合

せ（表はJISに同じ） 
表1（削除）   
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項目 JISの規定 国際規格の規定 現行省令第２項の規定 デビエーション理由等 備考 
3 
4 

16，20，
25，32，
40，45，
50及び63 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

8.1 － ミニギャップ構造の記号（適用す

る場合）（表20を適用するスイッチ）

－ マイクロギャップ構造の記号（適

用する場合）（表 20 を適用するスイッ

チ） 

－ ミニギャップ構造の記号（適用す

る場合） 
－ マイクロギャップ構造の記号（適

用する場合） 

なし 電気用品の技術上の基準を定める省令

第一項の別表第四による絶縁距離（附

属書JA）を用いるスイッチは，区分を

設定しないため，接点間ギャップによ

る表示を必要としない。 

配電事情 

 － 半導体スイッチング素子の記号

（適用する場合）（表 20 を適用するス

イッチ） 

－ 半導体スイッチング素子の記号

（適用する場合） 
－ 半導体開閉装置の記号（適用でき

る場合に限る） 
  

 － 接続する電線の種類。この情報は，

カタログ及び／又は本体に記載しなけ

ればならない。 

なし 国際規格に同じ タイプ1 とタイプ2 との区分が判るよ

うにした。 
配電事情 

 さらに，ねじなし端子付きスイッチは，

次を表示しなければならない。 
－ 単線又は非可とう導体だけを適用

電線とする場合，これを示す表示。 

さらに，ねじなし端子付きスイッチは，

非可とう導体だけを適用電線とする制

限がある場合，これを示す表示をしな

ければならない。 

更に，ねじなし端子付きスイッチで使

用制限があるものは，単線のみ又は硬

い電線のみをつけるのに適しているこ

とを表示しなければならない。 

我が国のねじなし端子は，単線専用の

ものが一般的である。 
 

8.2 － 交流  ～又はAC － 交流  ～ JISに同じ 我が国において，交流記号として，AC
も一般に使用されている。 

追加 

 － 接地側極  N又はW なし JISに同じ 我が国の配電事情によって，接地側極

が存在し，表示による識別が必要にな

る。 

配電事情 

 － 接地   又は  － 接地    JISに同じ 他の規格で用いている接地記号を追加

した。 
追加 

8.3 － 該当する場合，ミニギャップ構造，

マイクロギャップ構造，又は半導体ス

－ 該当する場合，ミニギャップ構造，

マイクロギャップ構造，又は半導体ス

なし 接点間ギャップの区分は表 20 を用い

るものに限定したため。 
配電事情 
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項目 JISの規定 国際規格の規定 現行省令第２項の規定 デビエーション理由等 備考 

イッチング素子の記号（表20を適用す

るスイッチの場合） 
イッチング素子の記号 

8.5 接地側極端子は，記号 N 又は W を表

示する。 
なし 接地側極専用端子は… 我が国の配電事情によって，接地側極

が存在し，表示による識別が必要にな

る。 

配電事情 

 接地端子には，記号 又は を付けな

ければならない。 
接地端子には，記号 を付けなければ

ならない。 
JISに同じ 他の規格で用いている接地記号を追加

した。 
追加 

8.6 “入”の位置を示す短い直線は，ロー

タリスイッチにおいては放射状，タン

ブラスイッチ及びロッカースイッチに

おいては反転軸に垂直，押しボタンス

イッチにおいては鉛直の壁に取り付け

たときに鉛直であることが望ましい。

 
 
 
 
 
…鉛直でなければならない。 

“入”の位置表示をする短い直線はロ

ータリースイッチにあっては，放射上

でなければならない。 

IEC 規格による表示方法は，タンブラ

スイッチなどの操作方向を，天地方向

としたときにはふさわしいが，我が国

で一般的に用いている左右方向に操作

する取付けにふさわしい表示も必要で

あり，推奨とした。 

追加 

8.8 取扱説明書は，日本語で書かなければ

ならない。 
取扱説明書は，スイッチを販売する国

の公用語で書かなければならない。 
国際規格に同じ 我が国では，使用する言語は日本語に

限定した。 
同等 

10.3.1 この要求事項は，製造業者がカタログ

で指定するカバープレートだけに適用

し，表5及び12.3.10の引張力を100 N
とした試験に耐えるものは，適用外と

する。 

なし 注－ 別売されるカバープレートは，

適用除外とする。 
IEC 60998に適合するものは，端子

から電線が外れないものとして扱う。

ただし，この場合，ねじなし端子の引

張荷重は100 Ｎとする。 

我が国では，金属カバープレートはス

イッチとは別販売であり，適用するカ

バープレートを指定しないと対象が不

明なため。また，100 N の引張力に耐

える場合は，電線が外れにくいので，

この要求事項を除外した。 

追加／緩

和 

10.3.2 この要求事項は，製造業者がカタログ

で指定するカバープレートだけに適用

し，表5及び12.3.10の引張力を100 N
とした試験に耐えるものは，適用外と

する。 

なし 国際規格に同じ 我が国では，金属カバープレートはス

イッチとは別販売であり，適用するカ

バープレートを指定しないと対象が不

明なため。また，100 N の引張力に耐

える場合は，電線が外れにくいので，

この要求事項を除外した。 

追加／緩

和 

11.1 この要求事項は，表5及び12.3.10の引

張力を100 Nとした試験に耐える金属

なし 注3 別売りカバープレートは，適用外

とする。 
我が国では，ねじなし端子付のスイッ

チが主流であり，100 N の引張力に耐

緩和 
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カバープレートには適用しない。 える場合は，電線が外れにくいので，

この要求事項を除外した。 

11.2 接地端子は，ねじ締付装置付き端子又

はねじなし端子であり，箇条12の該当

する要求事項に適合しなければならな

い。 

JISに同じ 11.2 接地端子は，ねじ締め装置又は

ねじなし端子をもつ端子であり，12.の
該当する要求事項に適合しなければな

らない。 

デビエーション部分は IEC 規格と同じ

となった。 
整合 

 接地端子は，対応する電源導体用端子

と同一寸法以上の導体の取付けができ

るようにしなければならない。ただし，

追加の外部等電位端子（JIS C 
60364-4-41の保護等電位ボンディング

に使用する端子）は，6 mm2以上の導

体に対して適応できるようにする。 

 
 
…ただし，追加の外部接地端子は，6 
mm2以上の導体に対して適応できるよ

うにする。 

接地端子は，対応する電源電線用端子

と同一寸法以上でなければならない。

ただし，追加の外部接地端子であって

も，少なくとも２㎜２（φ 1.6 ㎜）の

電線が接続できるものでなければなら

ない。 

IEC 規格のいう外部接地端子は，日本

ではクラス0I機器用の接地端子と誤解

されるため，JISC60364-4-41で規定さ

れている外部等電位端子という用語に

改めた。意味は同じ。 

明確化 

12.1 端子の全ての試験は，12.3.11 及び

12.3.12 を除いて，15.1 の試験の後に行

う。 

端子の全ての試験は，12.3.11を除いて，

15.1の試験の後に行う。 
国際規格に同じ 12.3.12 には新品の試験品を使用と規

定している。 
明確化 

12.2.1 タイプ 1 のスイッチは表 2，タイプ 2
のスイッチは表 2A に示す公称断面積

をもつ銅導体が適切に接続できる端子

を備えていなければならない。 

スイッチは表 2 に示す公称断面積をも

つ銅導体が… 
スイッチは下記の表２又，表２’に示

す公称断面積をもった銅導体が… 
スイッチのタイプによって用いる電線

を明示する必要がある。 
配電事情 

 表 2－定格電流と接続する銅導体の断

面積との関係（タイプ1用の導体） 
 
｜32を超え50以下｜6以上…｜… 
｜50を超え63以下｜10以上…｜… 

表 2－定格電流と接続する銅導体の断

面積との関係 
 
JISに同じ 

表 2－定格電流と銅導体の接続できる

断面積の関係 
 
｜32を超えて40以下｜6から…｜… 
｜40を超えて63以下｜10から…｜…

  

 表2 注 
注 a) ELVなど，可とう導体（0.5 mm2

以上1 mm2以下）を用いた特殊用途に

使用する。 

 
注a) JISに同じ 
 
 

 
1） 特別低電圧用といった特殊用途に

用いる。ここでは可とう導体（0.5 ㎜2

を超え1 ㎜2 以下）が使用される。 

タイプ１で日本のボックスを使用する

場合も想定されるが、様式 2 のスイッ

チは，電源供給側端子に 2 本の電線接

続を要求するとボックスに収めること

配電事情 
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 b) 様式番号2，3，03及び7以外の

スイッチの電源供給側端子は，それぞ

れ2本の2.5 mm2の導体を接続できる

ものでなければならない。… 

 b) 様式番号3，03 及び7 以外のス

イッチの… 
2) 国際規格に同じ ができない。 

 表 2A－接続可能な銅導体の表示と公

称断面積との関係（タイプ2用の導体）

表示 断面積 
接続導体の直径

又は断面積に関

する表示が本体

又は包装容器に

あるもの 

製造業者の表示

による。ただし，

表2Bの電線が

接続できるもの

でなければなら

ない。 
接続導体の直径

又は断面積に関

する表示が本体

又は包装容器に

ないもの 

表2Bによる 

 
表 2B－定格電流と接続する銅導体の

断面積との関係（タイプ2用の導体）

スイッチの定格電流 
A 

15以下

接続電線

の 太 さ

（呼び） 

公称直径 
mm 

1.6 

公称 
断面積 
mm2 

2 

接続電線の種類 JIS C 

なし 表2’－定格電流と銅導体の接続できる

断面積の関係 

器具の定格電流 
A 

7以下 

接続電線

及び可と

うケーブ

ルの太さ

（呼び） 

公称直径

mm 
1.6 

公称断面

積 mm2

0.75 

接続電線及び可撓ケ

ーブルの種類 
（続き 
参照） 

（続き） 

7を超え

10以下 
10を超え

15以下 
15を超え

20以下

1.6 1.6 2 

1.25 2 3.5 

JIS C 3301 
JIS C3306 
JIS C 3307 

（続き） 

20を超え

30以下 
30を超え

40以下 
40を超え

60以下

2.6 － － 

5.5 8 14 

JIS C 3301 

タイプ 2 に接続する接続可能電線を追

加した。 
配電事情 
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3307に

よる 
（続き） 

15を超え20以

下 
20を超え30以

下 
2 2.6 

3.5 5.5 
JIS C 3307による 

 

JIS C3306 
JIS C 3307 

（続き） 

60を超え63以下

－ 

22 

JIS C 3301 
JIS C3306 
JIS C 3307 

 表 2 を適用する場合，導体用スペース

は，少なくとも図1～図5に規定するも

のによる。 

導体用スペースは，少なくとも図1～図

5に規定するものによる。 
導体用スペースは少なくとも表２を適

用する場合，図１，２，３，４及び５

に規定されたものでなければならな

い。 

図1～図5は，タイプ1に関する規定で

ある。 
配電事情 

 タイプ 2 の電線を使用する巻締め形端

子は，大頭丸平小ねじを使用し，その

ねじの寸法は，JIS C 8303の規定によ

る。 

なし 巻締め型は，大頭丸平小ねじを使用し，

そのねじの寸法は，JIS C 8303 の規定

に従わなければならない。 

我が国では，巻締め形端子も用いてい

る。 
追加 

 なし JISに同じ *表２(IEC 60227 又は 60245 適用電

線用)を使用したものは，関連する試験

は，すべて表２を用いる。 
表２’(JIS 電線用)を使用したものは，

関連する試験は，すべて表２’を用い

る。 

規格全体で対応したため，現行デビエ

ーションを削除した。 
 

12.2.2 注記 用語“特別の準備”には，導体

の素線のはんだ付け，ケーブルラグの

使用，アイレットの形成などを含むが，

端子に挿入する前に導体の形を整える

こと，可とう導体の端末部をねじって

まとめること及び巻締めは，含まない。

 
 
 
…導体の形を整えること，及び可とう

導体の端末部をねじってまとめること

は，含まない。 

JISに同じ 電線をねじに巻き付ける作業は，巻締

め形端子では必要である。 
追加 
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12.2.3 注記（削除） 注記 暫定的にSI，BA及びUNねじ

は，ピッチ及び機械的強度において

ISO メートルねじに相当するとみな

す。 

国際規格に同じ 我が国においては，ねじは，ISO 規格

を用いているため，暫定措置は不要で

ある。 

同等 

12.2.5 端子は，図10に示す試験装置に取り付

け，表2又は表2Aの非可とう（単線又

はより線）導体を取り付ける。最初に，

最小断面積の導体，次に最大断面積の

導体を取り付ける。締付用のねじ又は

ナットは，表 3 のトルクを用いて締め

付ける。 

端子は，図10に示す試験装置に取り付

け，表2の非可とう（単線又はより線）

導体を取り付ける。最初に，最小断面

積の導体… 

端子は図10による試験装置に取り付け

られ，表２又は表２’の硬い（単線あ

るいは撚線）導体（複数の導体）を取

り付ける。表２の場合，最初に，最小

断面積の導体… 

タイプ 2 のスイッチに用いる電線を明

確にした。 
配電事情 

 表3 
a) 
b) 

 
注記1 
注記2 

 
1 
2 

IEC 規格の注記 1 と注記 2 は要求事項

である。 
同等 

 表4－導体の念回試験のための値 
導体断面積 a) 

より線 
接続のもの 

mm2 

単線接続のもの

直径 
mm 

0.5 － 
0.75 － 
1.0 － 
1.5 － 
2.0 － 
－ 1.6 
2.5 － 

3.5 － 

－ 2.0 

4.0 － 

表4－導体の念回試験のための値 
導体断面積 1) 

0.5 
0.75 
1.0 
1.5 
2.5 

4.0 

6.0 

10.0 

16.0 

25.0 
 

表 4－銅導体のための可とう及び引張

試験の値 

導体断面積 a) 
より線及びコー

ド接続のもの 
mm2 

単線接続のもの

φ（mm） 

0.5 － 
0.75 － 
1.0 － 
1.25 － 
1.5 － 

（2.0） 1.6 
2.5 － 

（3.5） 2.0 
4.0 － 

タイプ 2 のスイッチ用として我が国の

導体サイズを表4に明記した。 
配電事情 
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5.5 － 

－ 2.6 

6.0 － 

10.0 － 

16.0 － 

25.0 － 
 

（5.5） 2.6 
6.0 － 

（8.0） 3.2 
10.0 － 

14.0 － 
16.0 － 
22.0 － 
25.0 － 

38.0 － 

 （続き） 
ブッシン

グ孔の直

径b) 
mm 

高さH c) 
mm 

導体に加

える質量

kg 

6.5 260 0.3 
6.5 260 0.4 
6.5 260 0.4 
6.5 260 0.4 
9.5 280 0.7 
9.5 280 0.7 
9.5 280 0.7 
9.5 280 0.9 

9.5 280 0.9 

9.5 280 0.9 

9.5 280 1.4 

9.5 280 1.4 

9.5 280 1.4 

9.5 280 2.0 

13.0 300 2.9 

（続き） 
ブッシン

グ孔の直

径 2) 
Mm 

高さH 3)

mm 
導体に加

える質量

kg 

6.5 260 0.3 
6.5 260 0.4 
6.5 260 0.4 
6.5 260 0.4 
9.5 280 0.7 
9.5 280 0.9 

9.5 280 1.4 

9.5 280 2.0 

13.0 300 2.9 

13.0 300 4.5 
 

（続き） 
ブッシン

グ孔の直

径b) 
mm 

高さH c)

mm 
導体に加

える質量

kg 

6.5 260 0.3 
6.5 260 0.4 
6.5 260 0.4 
6.5 260 0.4 
6.5 260 0.4 
9.5 280 0.7 
9.5 280 0.7 
9.5 280 0.9 
9.5 280 0.9 

9.5 280 1.4 
9.5 280 1.4 
9.5 280 2.0 
9.5 280 2.0 

13.0 300 2.9 
13.0 300 2.9 
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13.0 300 4.5 
 

13.0 300 4.5 
13.0 300 4.5 

14.5 320 6.8 

12.2.6 端子に表2又は表2Aに規定する最小及

び最大断面積の非可とうより線を取り

付け，表 3 の該当する列に記載のトル

クの 2/3 のトルクで端子ねじを締め付

ける。 

端子に表2に規定する… 端子に表２に定める最小と最大の断面

積又は表２’の硬い撚り線を取り付け，

表３の… 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 

 表5 
端子に取

り付ける

導体の断

面積 mm2 

0.5以上 
0.75以下 

0.75を超え

1.5以下 

引張力 N 30 40 

 
端子に取

り付ける

導体の断

面積 mm2

0.5以上 
1以下 

0.75を超え

1.5以下 

引張力 N 30 40 

 
国際規格に同じ 

表 5 の主旨から，“0.5 mm2を超え 1 
mm2以下”の分類は明らかに編集上の

誤りと考えられる。 

IECミス 

 締付装置が，3本以上の導体の接続を意

図している場合，JIS C 2814-1，JIS C 
2814-2-1及び／又はJIS C 2814-2-2の該

当する要求事項を参照して試験する。

締付装置が，3本以上の導体の接続を意

図している場合，IEC 60998の該当す

る規格群の要求事項を… 

国際規格に同じ 該当する規格を明確にした。 明確化 

 なし 注記 次の国では，2本の導体の接続が

できる端子は，さらに，同時に接続で

きる同じ断面積の非可とう単線及び非

可とうより線を用いて試験を行う：ス

ウェーデン 

JISに同じ 日本とは関係ない規定である。 削除 

12.2.7 端子に表2又は表2Aに規定する最大断

面積の導体を取り付ける。 
端子に表2に規定する… 端子には表２に規定した最大断面積又

は表２’の導体を取り付ける。 
タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 

 タイプ1 の場合，端子に表 6 に示す構

成の導体を接続する。 
端子に表 6 に示す構成の導体を接続す

る。 
表２を適用する場合，端子に表６に示

す構成の導体を接続する。 
  

 タイプ2の場合，端子に表6Aに示す構

成の導体を接続する。 
なし 国際規格に同じ   

 表6－導体の構成（タイプ1用） 
断面積 素線数（n）及び素線の

表6－導体の構成 
断面積 素線数及び 

国際規格に同じ   
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mm2 公称直径 
n×mm 

単線 より線 

mm2 素線の公称直径 
mm 

単線 より線 

 表6A－導体の構成（タイプ2用） 
断面積 

mm2 

（断面積 

mm） 

素線数（n）及び素線の

公称直径 
n×mm 

単線 より線 
2.0（1.6） 1×1.6 7×0.6 
3.5（2） 1×2.0 7×0.8 

5.5（2.6） 1×2.6 7×1.0 

なし 国際規格に同じ   

 端子の締付装置に取り付ける前に，非

可とう導体（単線又はより線）の素線

は，まっすぐにする。ただし，巻締め

形は，導体を曲げる。 

端子の締付装置に取り付ける前に，非

可とう導体（単線又はより線）の素線

は，まっすぐにする。 

JISに同じ 一般的な巻締め端子の接続方法を明記

した。 
追加 

 巻締め形は，ねじを締め付ける方向に

導体を曲げる。その他は，規定する最

小の長さで導体を端子の締付部に挿入

し，素線が最も脱落しやすいと思われ

る位置に取り付ける。 

規定する最小の長さで導体を端子の締

付部に挿入し，素線が最も脱落しやす

いと思われる位置に取り付ける。 

JISに同じ   

12.2.8 表2又は表2Aに規定する最大断面積の

単線銅導体を端子の中に置く。 
表2に規定する最大断面積の… 表２で規定している最大断面積又は表

２’の硬い単線銅導体が端子の中に配

置される。 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 

12.2.11 ピラー端子において，締付用のねじと

導体端末との距離は，導体を完全に挿

入したとき，図 1 に規定する値以上で

なければならない。 

JISに同じ 表２を適用する場合，ピラー端子にあ

っては，締めねじと導体端末との距離

は導体を完全に挿入したとき，少なく

とも図１に規定した値でなければなら

ない。 

タイプ 2 にもピラー及びマントル端子

に対する規定を適用することにした。 
整合 

 マントル端子では，導体を十分に挿入 JISに同じ 表２を適用する場合，マントル端子に   
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したときの固定部と導体端末との距離

は，図 5 に規定する値以上でなければ

ならない。 

あっては，導体を充分に挿入したとき，

固定部と導体端末との距離は少なくと

も図５に規定した値でなければならな

い。 
 適否は，表2又は表2Aの該当する定格

電流に対して規定する最大断面積の単

線を完全に挿入し，完全に締め付けた

後に測定して判定する。 

適否は，表 2 該当する定格電流に対し

て… 
国際規格に同じ タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 

12.3.1 ねじなし端子は，単線又は非可とう銅

導体だけに適する形式，又は非可とう

銅導体及び可とう銅導体の両方に適す

る形式とする。 

ねじなし端子は，非可とう銅導体だけ

に適する… 
JISに同じ 我が国の屋内配線用器具のねじなし端

子は，単線専用のものが一般的である。

追加 

12.3.2 タイプ1のねじなし端子の場合は，表7
に規定する公称断面積をもつ非可とう

銅導体又は非可とう銅導体及び可とう

銅導体の適切な接続ができる締付ユニ

ットを備えなければならない。 
タイプ 2 のねじなし端子の場合は，表

7A に規定する導体を接続できる締付

ユニットを備えなければならない。 

ねじなし端子は，表 7 に規定する公称

断面積をもつ非可とう銅導体又は非可

とう銅導体及び可とう銅導体の適切な

接続ができる締付ユニットを備えなけ

ればならない。 

ねじなし端子は，表６を適用する場合

表７，表６を適用しない場合表７’に

記載されている公称断面積をもつ硬い

銅導体又は硬い銅導体と可とう銅導体

の適切な接続ができる締付ユニットを

有していなければならない。 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 

 表 7－定格電流とねじなし端子に接続

する銅導体との関係（タイプ1用） 
… 
注 a) 様式番号2，3，03又は7以外の

スイッチの各電源供給側の端子は，2
本の2.5 mm2の導体の接続ができなけ

ればならない。このような場合には，

各導体の分離・独立した締付手段をも

つ端子を使用する。 

表 7－定格電流とねじなし端子に接続

する銅導体との関係 
… 
注 a) 様式番号3，03 又は7 以外のス

イッチの… 

国際規格に同じ タイプ１で日本のボックスを使用する

場合も想定されるが、様式 2 のスイッ

チは，電源供給側端子に 2 本の電線接

続を要求するとボックスに収めること

ができない。 

配電事情 
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 表 7A－接続可能な銅導体の公称断面

積との関係（タイプ2用の導体） 
表示 断面積 

接続導体の直径

又は断面積に関

する表示が本体

又は包装容器に

あるもの 

製造業者の表示

による。ただし，

表 7B の電線が

接続できるもの

でなければなら

ない。 
接続導体の直径

又は断面積に関

する表示が本体

又は包装容器に

ないもの 

表7Bによる。 

なし 表7’－単線専用のねじなし端子の銅導

体の関係 

定格電流 
A 

単線接続のもの

φ（mm） 

7以下 1.6 

7を超え12以下

12を超え 
15以下 

1.6，2.0 

15を超え 
20以下 

電線太さの指定表示があるときは，

表示された電線による。 
 

  

 表 7B－定格電流とねじなし端子に接

続するの銅導体の断面積との関係（タ

イプ2用の導体） 
スイッチの定格電流 A 

接続電線の太さ 
（呼び） 

公称直径 mm

公 称 断 面 積

mm2 
接続電線の種類 （続きへ） 

（続き） 
15以下 15を超え

20以下 
20を超え

30以下 
1.6 2 2.6 
2 3.5 5.5 

JIS C 3307による。 

    

12.3.8 スイッチのねじなし端子は，導体を挿  JISに同じ 附属書 JA の絶縁距離によるスイッチ 追加 
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入し過ぎることによって，表20若しく

は附属書 JA で要求する沿面距離及び

／若しくは空間距離が低減するか，又

はスイッチの機構に影響を与えるおそ

れがあるならば，過挿入防止機構で導

体を挿入し過ぎない設計でなければな

らない。 

…表20で要求する沿面距離… にも適用する。 

12.3.10 各接続の後，タイプ 1 の場合は導体に

30 N，タイプ2の場合は導体に100 N
の引張力を加える。 

各接続の後，導体に30 Nの引張力を加

える。 
国際規格に同じ 従来，我が国のねじなし端子は100 N

の引張力を要求しているため，タイプ2
は強化した。 

追加 

 さらに，適用できるものにおいては，

12.3.2 に規定する最大断面積及び最小

断面積の非可とうより線銅導体を用い

て試験を繰り返す。 

さらに，12.3.2に規定する最大断面積及

び最小断面積の… 
国際規格に同じ 非可とうより導体を適用できない場合

があるため，「適用できる場合」に限定

した。 

追加 

12.3.11 a) 試験は，タイプ1の場合は表8に，

タイプ 2 の場合は表 8A に規定する交

流電流を 1 時間，ねじなし端子に対し

て同じ表に規定する断面積をもつ長さ

1 mの単線を接続して流す。 

a) 試験は，表 8 に規定する交流電流

を1時間… 
a) 試験は表８（表７対応）又は表８’

（表７’対応）に定める交流を１時間

… 

タイプ 2 のスイッチに用いる電線サイ

ズ及び試験電流を明確にした。 
配電事情 

 表 8－ねじなし端子の通常の使用状態

における電気的及び熱的ストレスを確

認するための試験電流（タイプ 1 用）

（タイトルのみ） 

表 8－ねじなし端子の通常の使用状態

における電気的及び熱的ストレスを確

認するための試験電流 

国際規格に同じ   

 表 8A－単線用ねじなし端子の通常の

使用状態における電気的及び熱的スト

レスを確認するための試験電流（タイ

プ2用の導体） 
表示 試験

電流 
断面積 

接続導体の 定格 製造者の表示

なし 表８’―単線専用ねじなし端子の通常

使用における電気的又は温度ストレス

を確認するための試験電流 

定格電流

（A） 
試験電流

（A） 
電線の太

さ 
φ（mm）
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直径又は断

面積に関す

る表示が本

体又は包装

容器にある

もの 

電流

の1.5
倍 

による。ただ

し，2以上の指

定があるとき

は，最小値と

する。 

接続導体の

直径又は断

面積に関す

る表示が本

体又は包装

容器にない

もの 

表8Bによる。

15以下 定格電流

の1.5倍 
1.6 

15 を超え

20以下 
2.0 

 

 表 8B－接続導体の直径又は断面積に

関する表示がないものの試験用電線の

太さ（タイプ2用） 
定格電流 

A 
電線の太さ 

mm 
15以下 1.6 
15を超え20以下 2.0 
20を超え30以下 2.6 

    

 b) 
試験中，表8（表7の導体を使用するも

の）又は表 8A（表 7B の導体を使用す

るもの）に示す試験電流値に等しい電

流を通電する。 

b) 
試験中，表 8 に示す試験電流値に等し

い電流を通電する。 

b) 
試験中，表８（表７対応）又は表８’（表

７’対応）に規定されている試験電流

値に等しい電流が通電される。 

  

12.3.12 締付ユニットは，表9（表2の導体を使

用するもの）又は表 9A（表 2B の導体

を使用するもの）に規定する最小断面

積をもつ非可とう銅単線導体を通常の

使用状態に取り付け，第 1 試験にかけ

る。 

締付ユニットは，表 8 に規定する最小

断面積をもつ… 
締付ユニットは表９（表２対応）又は

表９’（表２’対応）に規定される最

小断面積をもつ… 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
表8は，IEC規格の誤記。 

配電事情 
IECミス 
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 表 9－ねじなし端子の曲げ試験用の非

可とう銅導体の断面積（タイプ1用）（タ

イトルのみ） 

表 9－ねじなし端子の曲げ試験用の非

可とう銅導体の断面積 
国際規格に同じ   

 表 9A－ねじなし端子の曲げ試験用の

非可とう銅導体の断面積（タイプ2用）

第1試験 第2試験 
製造業者指定の

接続電線の最小

太さのもの 

製造業者指定の

接続電線の最大

太さのもの 

なし 表９’－ねじなし端子の曲げ試験用硬

い銅導体の断面積 
（表はJISに同じ） 

  

 表10 
試験用導体の太さ 試験用導

体を曲げ

る力 a) 
N 

断面積 
mm2 

導体径 
mm 

1.0 － 0.25 
1.5 － 0.5 
－ 1.6 0.75 
2.5 － 1.0 
－ 2.0 1.3 
－ 2.6 2.0 

 

 
試験用導体の断

面積 mm2 
試験用導体を曲

げる力 1) N 
1.0 0.25 
1.5 0.5 
2.5 1.0 

 

 

試験用導体の太さ 試験用導

体を曲げ

る力 1) 
N 

mm2 φ（mm）

1.0  0.25 
1.5  0.5 

（2.0） 1.6 0.75 
2.5  1.0 

（3.1） 2.0 1.3 
（5.3） 2.6 2.0 

 

タイプ 2 のスイッチに用いる電線サイ

ズを追加した。 
 

13.1 固定ねじ，その他の固定手段を用いて

もよい。 
なし 国際規格に同じ 我が国で用いている方法を例示した。 明確化 

 この要求事項は，製造業者がカタログ

で指定するカバープレートだけに適用

する。 

なし 注－ 別売カバープレートは適用外と

する。 
対象となるカバープレートを限定し

た。 
明確化 

13.2 適否は，目視検査，及び表2又は表2A
に規定する定格電流が関連する範囲の

最大断面積の導体を取り付ける試験に

よって判定する。 

適否は，目視検査，及び表 2 に規定す

る… 
適否は，目視検査及び関連する定格電

流の範囲のうち，表２で規定した最大

断面積又は表２’の導体を使用して取

付ける試験により判定する。 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 
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13.3 この要求事項は，製造業者がカタログ

で指定するカバープレートだけに適用

する。 

なし 注３ 別売のカバープレートは，適用

外とする。 
我が国では，プレートだけを別売して

おり，対象となるカバープレートを明

確にした。 

明確化 

 注記 2 沿面距離及び空間距離が表 20
又は附属書 JA に規定する値をもつよ

うに充電部から絶縁し，この細分箇条

の要求事項に適合する非接地金属部

は，人が触れるおそれがないものとみ

なす。 

注記 2 沿面距離及び空間距離が表 20
に規定する値を… 

JISに同じ 絶縁設計の区分を分けたことによる。 配電事情 

13.3.2 － それらを取り外したとき，沿面距

離及び空間距離が表 20 又は附属書 JA
に規定する値をもつように充電部から

分離した非接地金属部に，標準テスト

フィンガが接触するおそれがある場合

は，20.5の試験によって判定する。 

－  
…沿面距離及び空間距離が表20に規定

する値を… 

JISに同じ 絶縁設計の区分を分けたことによる。 配電事情 

 － それらの取外しによって，標準テ

ストフィンガが，次の部分に接触する

おそれがある場合は，20.6 の試験によ

って判定する。 
… 

－ 沿面距離及び空間距離が表 20
又は附属書 JA に規定する値の 2 倍

の値をもつように充電部から絶縁し

た金属部 

 
 
 
 
… 
－ 沿面距離及び空間距離が表20に規

定する値の… 

JISに同じ   

 表11 
｜表20又は附属書JAによる沿面距離

及び空間距離によって充電部から分離

した非接地金属部｜20.5｜… 
｜絶縁材，接地した金属部，交流25 V

 
｜表20による沿面距離及び… 
 
 
｜絶縁材… 

JISに同じ   
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以下のSELV充電部，表20又は附属書

JAの2倍の沿面距離及び空間距離によ

って充電部から分離した金属部｜20.6
｜… 

…SELV充電部，表20の2倍の… 

13.4 適否は，目視検査及び表2又は表2Aに

規定する最小断面積の導体を取り付け

ることによって判定する。 

…目視検査及び表2に規定する… 適否は目視検査及び表２に規定する最

小断面積又は表２’の導体の取り付け

により，判定する。 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 

13.10 適否は，目視検査及び表2又は表2Aの

関連定格電流のための最大断面積の導

体を取り付けて判定する。 

…目視検査及び表 2 の関連定格電流の

ための… 
適否は目視検査を行い，表２の該当す

る定格電流のための最大断面積又は表

２’の導体を取り付けて判定する。 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 

13.12 電線管又は保護カバーの接続を想定し

ている導体引込口は，電線管又はケー

ブルシースを完全に機械的な保護がで

きるように，挿入することができなけ

ればならない。 

導体引込口は，電線管又はケーブルシ

ースを… 
JISに同じ 文章を追加して分りやすくした。 明確化 

 タイプ 1 の場合，露出形スイッチの電

線管挿入口は，JIS C 8463 の M16，
M20，M25 又はM32 の寸法の電線管

を受け入れることができなければなら

ず，電線管挿入口が複数ある場合は，

そのうちの二つ以上の組合せ（同じ寸

法でもよい）を挿入できなければなら

ない。 

露出形スイッチの電線管挿入口は， 
16，20，25又は32の寸法の電線管を

… 

露出形スイッチにおいて，表２の電線

を用いる場合で，電線管引込用開口部

は，16，20，25又は32 のサイズの電

線管が接続できなければならない。も

し，開口部が２個以上ある場合は… 

電線管を露出形スイッチに直接入れる

こと我が国ではないため，タイプ 1 の

スイッチに限定した。 
電線管の外径及びねじを規定する JIS
を引用し，寸法の呼称もこの JIS に合

わせることで明確化した。 

配電事情 

 露出形スイッチのケーブル引込用開孔

部は，タイプ1の場合は表12，タイプ

2 の場合は表 12A に規定する寸法をも

つケーブルを挿入できるか，又は製造

業者が指定する寸法であることが望ま

しい。 

露出形スイッチのケーブル引込用開孔

部は，表12に規定する寸法をもつケー

ブルを挿入できるか，又は… 

露出形スイッチにおいて，表２の電線

を用いるときは，ケーブル引込用開口

部はなるべく表 12 に規定されている

寸法を有するケーブルを挿入できるか

… 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 
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 表12－露出形スイッチの外付けケーブ

ルの外径限度値（タイプ1用） 
定格電流 

A 
導体の断面積 

mm2 
6 1.5 
10 1.5以上2.5以下

16 1.5以上4以下 
20 
25 

2.5以上6以下 

32 4以上10以下 
40 6以上16以下 
45 
50 
63 

10以上25以下

注記 この表のケーブルの外径限度値

は，JIS C 3662-4のタイプ60227 IEC 
10及びJIS C 3663-4のタイプ60245 
IEC 66によって規定している。 

表12－露出形スイッチの外付けケーブ

ルの外径限度値 
表はJISに同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…IEC 60227-4… 
…IEC 60245-4… 

表12－露出形スイッチの外付けケーブ

ルの外径限度値 

定格電流 
A 

電線の断面積 
mm2 

6 1.5 
10 1.5を超えて2.5迄
16 1.5を超えて4迄

20 25 2.5を超えて6迄 

32 4を超えて10迄 

40 6を超えて16迄 

63 10を超えて25迄

 
 
 
注は国際規格に同じ 

  

 表 12A－露出形スイッチの外付けケー

ブルの外径限度値（タイプ2用） 
定格

電流 
A 

導体

径 
mm 

導体

の数 
ケー

ブル

の最

大外

径 
mm 

15 
以下 

φ1.6 2 6.2×
9.4 

3 6.2×
13.0 

2 
mm2 

4 12 
5 － 

表なし 国際規格に同じ   
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20を

超え

30 
以下 

φ2.6 2 7.6×
12.5 

3 7.6×
17.0 

5.5 
mm2 

4 16.5 
5 － 

注記 この表のケーブル最大外径

は，JIS C 3342 VVF単線及びJIS C 
3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブ

タイヤケーブルによって規定して

いる。 
13.15.1 この後，直ちに標準テストフィンガ

（JIS C 0920の付図1による。）と同じ

寸法の関節のないテストフィンガの先

端によって，遮蔽膜の様々な部分に30 
Nの力を5秒間加える。 

この後，直ちに図 9 に示す標準テスト

フィンガと同じ寸法の… 
国際規格に同じ IEC 規格の誤記（図9 は削除になって

いる。） 
IECミス 

13.15.2 注記 この推奨は，寒冷地用を意図し

ている。 
注記 次の国では，寒冷状態での設置

をするため，この要求事項への適合が

必要とみなされる：スウエーデン 

注－ この推奨への場合は，寒冷地用

に対して必要である。 
特定の国を指定しているので，一般的

な意味に変更した。 
同等 

15.2.1 ねじ込み式グランド（パッキン押さえ）

又は遮蔽膜をもつスイッチは，表 2 又

は表 2A に規定する接続範囲内のケー

ブルを接続する。 

 
…スイッチは，表2規定する… 

 
…スイッチが取り付けられ，表 2 又は

表2’に記載した… 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 

 外郭のねじ部は，表 3 に規定する値の

2/3に等しいトルクで締め付ける。 
外郭のねじ部は，表5に規定する… 
 

国際規格に同じ IEC規格の誤記（表5は引張試験の値。） IECミス 

15.2.1.2 注記 IP5X のカテゴリー2：外気に対

して気圧の差がないようにできるも

の。 

なし 国際規格に同じ “IP5X のカテゴリー2”はなじみがな

いため，分かりやすくした。 
明確化 

15.2.2 露出形スイッチは，通常の使用状態に

垂直の表面へ固定し，定格に適合する

表2又は表2Aの最大断面積及び最小断

面積の導体のケーブルによって配線す

 
…定格に適合する表 2 の最大断面積及

び最小断面積の導体の… 

 
…定格に適合する表2又は表2’の断面

積の最大及び最小の導体の… 

タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 
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る。 
16.1 測定は，表14に示す絶縁測定箇所に連

続して行う。表14の項目1，項目2及

び項目 3 の試験のために必要なスイッ

チの位置及び接続状態は，表13に示す。

測定は，表13に示す絶縁測定箇所に連

続して行う。項目1，項目2及び項目3
の試験のために必要なスイッチの位置

及び接続状態は，表13に示す。 

JISに同じ IECの誤記。 IECミス 

 注記 金属はくで外側表面の周囲を巻

き付けている間，又は金属はくを絶縁

材料の部品の内側表面に接触するよう

に配置している間に，標準テストフィ

ンガ（JIS C 0920の付図1による。）

と同寸法の関節のないテストフィンガ

を用い，強い力を加えずに孔又は溝に

金属はくを押し付ける。 

 
 
 
…図 9 に示す標準テストフィンガと同

寸法の… 

国際規格に同じ   

16.2 電圧低下がないグロー放電は，無視す

る。 
注記4 電圧低下がないグロー放電は，

無視する。 
国際規格に同じ 規定のため本文とした。 同等 

 表14 
｜3… 
－ マイクロギャップ構造｜2｜500 a)

｜1 250 b)｜ 

 
｜3… 
－ マイクロギャップ構造｜2｜500 
（注記2）｜1 250（注記2）｜ 

 
｜3… 
－ マイクロギャップ構造｜2｜500｜
1 250 2)｜ 

注 b) の適用は誤りで，正しくは注 a) が
適用される。 

IECミス 

 ｜3… 
－ 附属書JAを適用するスイッチ｜5
｜1 000 c)｜1 500 c) e)｜ 

 
 
なし 

 
 
国際規格に同じ 

附属書 JA を使用するスイッチに適用

する耐電圧試験の試験電圧を追加し

た。（絶縁設計が異なるため。） 

配電事情 

 注 e) 定格電圧が300 V を超えるスイ

ッチについては，2 000 Vとする。 
なし 国際規格に同じ 定格電圧が300 Vを超えるスイッチに

ついて電気用品の技術上の基準を定め

る省令第一項の別表第四による 2 000 
Vを追加した。 

配電事情 

17.1 スイッチは，タイプ1の場合は表15，
タイプ2の場合は表15Aに規定するよ

うに塩化ビニル絶縁の非可とう銅導体

スイッチは，表15に規定する… 国際規格に同じ タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 
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を付けて，通常の使用状態に垂直に取

り付ける。 
 スイッチは，タイプ1の場合は表15，

タイプ2の場合は表15Aに示す値の交

流電流を1時間通電する。 

スイッチは，表15に示す値の交流電流

を1時間通電する。 
国際規格に同じ   

 表15－温度上昇試験の電流値及び銅導

体の断面積（タイプ1用） 
定格電流 

A 
試験電流 

A 
導体の公

称断面積
a) 

mm2 

6 8 1.5 
10 13.5 2.5 
16 20 4.0 a) 

40 46 16.0 
45 51 16 
50 57.5 16 
63 75 25.0 

注a) 様式番号3及び03以外のスイッ

チで定格電圧が250 V以下のスイッチ

であって，定格電流が10 Aの端子を使

用するときは，断面積が2.5 mm2の導

体を接続して試験を行わなければなら

ない。 

表15－温度上昇試験の電流値及び銅導

体の断面積 
（表はJISに同じ） 

表15－銅導体の温度上昇試験電線と断

面積 
定格電流 

A 
試験電流

A 
導体の公

称断面積
a) 

mm2 

6 8 1.5 
7 9 ― 
10 13.5 2.5 
12 16 ― 
15 19 ― 
16 20 4.0 1) 

40 46 16.0 
63 75 25.0 

1) パターン番号3及び03以外の… 
 
 
…試験を行わなければならない。また，

表2’を適用するものは，表2’による。

  

 表 15A－温度上昇試験の電流値及び銅

導体の断面積（タイプ2用） 
定格

電流

試験 
電流 

導体の公称直径

（断面積）a) 

なし 国際規格に同じ   
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A A mm (mm2) 
0.5 0.75 1.6 
1 1.5 1.6 
2 3 1.6 
3 4 1.6 
4 5 1.6 
6 8 1.6 
7 9.4 1.6 
10 13.5 1.6 
12 15.7 1.6 
15 18.9 1.6(2) 
20 25 2 a) (3.5)a) 
30 36.3 1.6(5.5) 

この表にない定格に対し，試験電流は

その上下の規定値の間の内挿法で決定

し，導体のサイズは表2Aによる。 
注 a) 製造業者の指定がある場合は，そ

の最小値のものを使用する。 
 ボックスの中の導体の長さは，80±10 

mmとする。導体の長さを80±10 mm
まで短くできない場合は，可能な限り

短い導体を接続する。 

ボックスの中の導体の長さは，80±10 
mmとする。 

国際規格に同じ スイッチの大きさが 1 個用ボックスサ

イズとは限らないので，規定値以上の

長さが必要となる場合がある。 

追加 

18.2 試験は，多数の100 V・200 Wの白熱

電球（電流の調整に必要な範囲で，こ

れ以下の消費電力のものを用いてもよ

い。）を使用することによって行う。 

試験は，多数の200 Wの白熱電球を使

用することによって行う。 
試験は多数の 100Ｖ，200 Ｗタングス

テンフィラメントランプ（電流の調整

の必要な限度において，これ以下の消

費電力のものとすることができる。）を

使用することにより行われる。 

我が国の配電事情によって，日本で一

般的に使用する100 Vの白熱電球を用

いることとした。 

配電事情 

 注記1 （削除） 注記1 白熱電球の定格電圧は，スイッ

チの定格電圧の 95 %以上であること

JISに同じ スイッチ定格が300 Vのとき，この箇

条によって適用できる白熱電球が存在
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が望ましい。 しない。 
 注記3 （削除） 注記3 例：10A 250Vのスイッチの

試験。 
200 Wの白熱電球において発生する最

大電圧は240 Vである。 
したがって，試験電圧は240 Vであり，

ランプの数は，次による。 
240×1.2×10／200＝14.4 → 15 

なし 100 V の白熱電球を使用する試験では

適用できない例で，誤解を招くおそれ

がある。 

 

19.2 電源の推定短絡電流は，cosφ＝0.9±
0.05（遅れ）で3～4 kAでなければな

らない。定格電圧が200 V未満のスイ

ッチの場合は，1～2 kA であることが

望ましい。 

電源の推定短絡電流は，cosφ＝0.9±
0.05（遅れ）で3～4 kAでなければな

らない。 

国際規格に同じ 我が国の商用電圧100 Vでは，指定さ

れた回路で3～4 kAの短絡電流を流せ

ない可能性がある。 

配電事業 

 タイプ 1 の場合，スイッチの定格電流

が10 A以下のときは，断面積1.5 mm2

のケーブルで，10 Aを超え20 A以下

のときは，断面積2.5 mm2のケーブル

で試験するか，又はこの試験に意図す

る電線を使用する。タイプ 2 の場合，

表2Aの最大断面積の電線を使用する。

スイッチの定格電流が10 A以下のとき

は，断面積1.5 mm2のケーブルで，10 
A を超え 20 A 以下のときは，断面積

2.5 mm2のケーブルで試験する。 

（スイッチの定格電流が 10A 以下の

時は 1.5 ㎜ 2で試験される。10A を超

え20A以下の時は2.5 ㎜ 2の断面積で

あること。）若しくは，製造業者が指定

する最大断面積の電線を使用する。 

タイプ 2 のスイッチに用いる電線サイ

ズを追加した。 
 

 負荷A は，次のような構成でなければ

ならない。 
－ 6 AのスイッチではコンデンサC1

は，70 μF±10 %，その他のスイッチ

では140 μF±10 %とし，できる限り短

い導線を接続する。タイプ 1 について

は2.5 mm2の断面積の導体を，タイプ

2については表2Aの最大断面積の導体

を接続する。 

… 
 
－ 6 AのスイッチではコンデンサC1

は，70 μF±10 %，その他のスイッチ

では140 μF±10 %とする。コンデンサ

は，2.5 mm2の断面積のできる限り短

い導線を接続する。 

国際規格に同じ タイプ 1 及びタイプ 2 のスイッチに用

いる試験用電線を明確にした。 
配電事情 
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 試験後，スイッチは，回路に接続した

状態で，手動で開閉することができる

とともに，次の不具合があってはなら

ない。 
… 
－ 様式番号2，3，03又は6/2のスイ

ッチの可動接点の相対的な位置ずれ 

 
 
 
 
… 
－ 様式番号2，3又は6/2のスイッチ

の… 

国際規格に同じ 様式番号 3 と同様の機能をもった様式

番号03のスイッチが漏れている。 
IECミス 

20.1 ボックスは，JIS C 8340 又は JIS C 
8435 によるものを使用することがで

きる。また，ボックスレス施工のスイ

ッチは，製造業者の指定条件で行う。

なし 注－ ボックスはJIS C 8336又はJIS 
C 8340の図を… 

打撃試験で，ボックスに関する情報が

ないため，JIS のボックスを用いる旨

を追加した。また，我が国で一般的と

なっているボックスレス施工のスイッ

チに関する試験条件も追加した。 

明確化 

 注記4 仕上面の損傷，23.1又は23.1A
に規定する沿面距離及び空間距離の値

を下回らない小さいへこみ，並びに感

電に対する保護に悪影響を及ぼさない

小さな欠けは，無視する。 

注記4 仕上面の損傷，23.1に規定する

… 
国際規格に同じ 附属書 JA を用いるスイッチにも適用

する。 
追加 

22.1 スイッチを組み込むときに操作するね

じ又はナットには，カバー，カバープ

レートなどの固定用のねじを含む。た

だし，ねじ込み式電線管用接続装置及

びスイッチのベース固定用のねじは，

含まない。 

注記 2 スイッチを組み込むときに操

作する… 
国際規格に同じ IEC 規格の注記の内容は要求事項なの

で，本文とした。 
同等 

22.5 この項目の要求事項は，ねじ，ナット，

ワッシャ，締付板及びこれに類する端

子部品には適用しない。 

注記 この項目の要求事項は… 国際規格に同じ IEC 規格の注記の内容は要求事項なの

で，本文とした。 
同等 

23.1 7.1.9Bに従って表20を適用するスイッ

チは，沿面距離，空間距離及びシーリ

ングコンパウンドを通しての絶縁距離

沿面距離，空間距離及びシーリングコ

ンパウンドを通しての絶縁距離は，表

20に示す値以上でなければならない。

沿面距離,空間距離及びシーリングコン

パウンドを通しての絶縁距離は表20又
は附属書 JA に示される値以上でなけ

絶縁設計を二つに分類したことによ

る。 
配電事情 
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は，表20に示す値以上でなければなら

ない。 
ればならない。 

 注記2 2極スイッチの場合には，表20
の項目1 に示す沿面距離又は項目6 に

示す空間距離は… 

 
…項目5に示す空間距離は… 
 

国際規格に同じ 項目 5 は沿面距離のものなので，IEC
の間違い。 

IECミス 

23.1A（23.1） 23.1A 7.1.9Bに従って附属書JAを適

用するスイッチについては，沿面距離，

空間距離及びシーリングコンパウンド

を通しての絶縁距離は，附属書JAに規

定する値以上でなければならない。 
適否は，測定によって判定する。 

項目なし 沿面距離,空間距離及びシーリングコン

パウンドを通しての絶縁距離は表20又
は附属書 JA に示される値以上でなけ

ればならない。（23.1に対応） 

我が国の配線事情並びに器具定格及び

器具サイズが異なるため，電気用品の

技術上の基準を定める省令第一項の別

表第四による絶縁距離の規定を追加し

た。 

配電事情 

24.1.1 試験は，次の条件で JIS C 60695-2-10
及びJIS C 60695-2-11に従って行う。 

試験は，次の条件でIEC 60695-2-1に

従って行う。 
国際規格に同じ IEC 60695-2-1は IEC 60695-2-1/0～3に

置き換えられ，IEC 60695-2-1/0～3 は

IEC 60695-2-10～13 に置き換えられて

いる 

先取り 

 表面の目視検査で，最大寸法が 2 mm
以下の突起及び孔は，無視する。 

注記1 表面の目視検査で… 国際規格に同じ IEC 規格の注記の内容は要求事項なの

で，本文とした。 
同等 

25 試験する部分は，脱脂剤中に10分間浸

して脱脂する。 
試験する部分を四塩化炭素，トリクロ

ロエチレン又は同等の脱脂剤中に10分
間浸して脱脂する。 

試験されるべき部品を脱脂剤中に 10 
分間浸して，油脂類が取り除かれる。 

試験の前処理として脱脂を行うことに

なっているが，その脱脂剤に我が国で

は環境汚染物質として使用禁止又は大

幅に使用制限のある物質名の記載があ

った。 

環境保護 

 ただし，鋭い縁端上のさびの痕跡及び

黄色がかった皮膜でこすれば除くこと

ができるものは，無視する。 

注記 1 鋭い縁端上のさびの痕跡及び

… 
国際規格に同じ IEC 規格の注記の内容は要求事項なの

で，本文とした。 
同等 

図2 巻締めねじ端子については，JIS C 
8303参照。 

なし JISに同じ 我が国固有の巻締めねじ端子の参照を

追加した。 
追加 

附属書A 注記 A～Oは個別の試験品を示し，A
～C，D～F，G～I，J～L 及び M～O

なし 国際規格に同じ IEC 規格には，識別記号の意味が書い

ていないので，JISでは明確化した。 
明確化 
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は，3個一組の試験品を示す。 
附属書B この附属書は，タイプ 2 のスイッチに

は適用しない。 
なし 国際規格に同じ 固定配線用であらかじめケーブルが付

いたスイッチは，我が国（日本の電線

をした場合）では一般的でない。 

配電事情 

附属書B 13.16 挿入口は，スイッチの電流定格に従っ

て，表 12a に定める断面積（ただし，

1.5 mm2以上）の導体をもつ，該当す

る可とうケーブルの最大寸法（外部シ

ース）を挿入できなければならず，か

つ，挿入口は，可とうケーブルの損傷

を防止する形状でなければならない。

JISに同じ このケーブルはスイッチの電流定格に

したがって，表12a に定める断面積（た

だし，1.5 ㎜２以上）又は表２’に定め

る断面積の導体を有する挿入は可とう

ケーブルの損傷を防止する形状 
でなければならない。 

タイプ 2 を適用外にしたため，現行の

デビエーションは不要になった。 
整合 

 スイッチは，公称断面積1.5 mm2及び

スイッチの極数に一致する線芯数をも

つ JIS C 3662-5 のコード記号 60227 
IEC 53 に適合する可とうケーブルを

付ける。 

 
 
…IEC 60227-5… 

スイッチは公称断面積1.5 mm２及びス

イッチの極数に一致する線心数をもつ

IEC 60227-5,コード記号 60227 IEC 
53 に適合する可とうケーブル又は表

２’のビニル可とうケーブル若しくは，

ビニルキャブタイヤケーブルをつけ

る。 

タイプ 2 を適用外にしたため，現行の

デビエーションは不要になった。 
整合 

 さらに，スイッチにJIS C 3663-4に適

合する該当する最大直径のコード記号

60245 IEC 66 の可とうケーブルを付

け，引張力を60 N 及びトルクを0.35 
N･mに増加して，上記の試験を繰り返

す。 

…IEC 60245-4… さらに，上記の試験は繰り返される。

スイッチは IEC 60245-4 に適合する

該当する最大直径の可とうケーブルコ

ード番号60245 IEC 66又は表２’のゴ

ム可とうケーブル若しくは，ゴムキャ

ブタイヤケーブルをつけられる。引張

荷重は 60 Ｎに増加しトルクは

0.35Nm に増加する。 

  

附属書JA 附属書JA（規定）屋内配線用機器の絶

縁距離 
項目なし JISに同じ 絶縁設計によるスイッチの分類に対応

する絶縁距離の規定を追加した。 
配電事情 

 なし  この附属書は，IEC 60669-1の表20が   
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IEC 60664-1 に置き換えられるまでの

暫定的なものである。 
JA.1（附属書JA） JA.1 裏面の充電部と取付面との絶縁

距離 
台の裏面の充電部は，造営材に取り付

ける屋外用のものは台の裏面から，そ

の他のものは，台の取付面からそれぞ

れ3 mm以上（熱硬化性樹脂を充塡す

るものは，1 mm 以上）の深さとし，

かつ，その上を電気絶縁物［65 ℃の温

度で軟化しない耐水質のもの（硫黄を

除く。）とする。］によって覆わなけれ

ばならない。ただし，屋内用のもので

あって，台の裏面の充電部が台の取付

面から6 mm以上の深さにあるものに

は，適用しない。 
注記1 “台の裏面”とは，取付面だけ

でなく裏面全体をいう。 
注記2 “台の取付面”とは，造営材に

接する面を含む平面をいう。 
注記3 “軟化しない”とは，規定温度

の雰囲気中に放置したとき，流出しな

いことをいう。 

 （項目番号，タイトルなし。附属書JA
に対応） 
JISに同じ 

  

 通常の使用状態において人が触れるお

それのある外面に露出するおそれのあ

る充電部は，外面から3 mm以上（熱

硬化性樹脂を充塡するものは，1 mm
以上）の深さとし，かつ，その上を電

気絶縁物［65 ℃の温度で軟化しない耐

 JISに同じ   
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水質のもの（硫黄を除く。）とする。］

によって覆わなければならない。 
 電線取付部の充電部は，この規格に特

別に規定するものを除き，外郭の外面

からの深さが，次の値以上でなければ

ならない。 
－ 電線取付部の孔の短径が3 mm以

下のものは，1.2 mm 
－ 電線取付部の孔の短径が3 mmを

超え，7 mm以下のものは，1.5 mm 
－ 電線取付部の孔の短径が7 mmを

超えるものは，3 mm 

 JISに同じ   

JA.2（附属書JA） JA.2 その他の箇所の絶縁距離 
その他の箇所は，表JA.1に規定する値

以上でなければならない。ただし，絶

縁変圧器の 2 次側回路，整流後の回路

などの構造上やむを得ない部分であっ

て，JA.2.2 による試験を行ったとき，

これに適合するものを除く。 

 （項目番号，タイトルなし。附属書JA
に対応） 
その他の部分は表 JA1 の値以上でなけ

ればならない。 

  

 注記1 “絶縁変圧器の2次側回路，整

流後の回路など”の“など”とは，機

器の入力電源の一端と回路の一部とを

短絡したとき，電源電流が定常的に10 
A以下（定格電流が7 A以上の場合は，

定格電流の150 %以下）の回路をいう。

注記2 “絶縁変圧器の2次側回路，整

流後の回路などの構造上やむを得ない

部分”には，次のものを含む。ただし，

機器の入力電源の一端と回路の一部と

 なし   
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を短絡したとき，電源電流が定常的に

10 A（定格電流が7 A以上の場合は，

定格電流の150 %）を超えて流れる部

分は含まない。 
－ 絶縁変圧器の 2 次側回路及び整流

後の回路であって，電子部品（半導体

素子，コンデンサ，電子管など）をも

つ部分 
－ 注記 1 に示す回路に使用するパイ

ロットランプ（ネオン管を含む。），整

流器，半導体素子（サイリスタ，トラ

イアックなど）などであって，高イン

ピーダンスによって保護している部分

 また，主回路の通電電流を小形変流器

で検出し，ランプを点灯させて通電表

示を行う方式の回路であって，次に適

合するものの“主回路と通電表示回路

との間”は，“極性が異なる充電部相互

間”には含まない。 
a) “点灯回路の充電部”と“接地す

るおそれのある非充電部又は人が触れ

るおそれのある非金属部”との間の絶

縁距離は，主回路電圧に対する絶縁距

離以上となっている。 
b) 通電点灯回路の充電部は，標準テ

ストフィンガによって試験したとき，

充電部に接触しない。 
c) 小形変流器の1次～2次間を電気的

に接続したとき，火災，感電などが発

 なし   
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生しない。 
JA.2.1 JA.2.1 絶縁距離 

絶縁距離は，表JA.1による。 
 （項目番号，タイトルなし。附属書JA

に対応） 
なし 

  

 表JA.1－絶縁距離 表略 
注記1 “接地するおそれのある非充電

金属部”には，人が触れるおそれのあ

る組立ねじ，かしめスタッド，取付ね

じ，導電性鉄板などの金属部を含む。

注記2 “空間距離”とは，空気を介す

る部分の最短距離（の和）をいい，“沿

面距離”とは，絶縁物表面に沿った最

短距離（の和）をいう。 

 表JA.1 表略 
注4－「アースするおそれのある非充電

金属部」には… 
注5－「空間距離」とは… 

  

 平形差込プラグなどの平刃と外郭の側

面との距離（次の図例に矢印で示した

箇所）は，“端子部以外の固定している

部分であって金属粉が付着しにくい箇

所”の値を適用する。ただし，クラス

II 機器用のプラグについては，定格電

圧が150 V未満であっても2 mm以上

の距離とする。 
例 

 なし   
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 空間距離（沿面距離を含む。）は，器具

の外面には30 N，器具の内部には2 N
の力を，距離が最も小さくなるように

加えて測定したときの距離とする。 

 注19－空間距離（沿面距離を含む。）は

… 
  

 外郭の突合せ面の間隙が0.3 mm 以下

のものは，充電部と人が触れるおそれ

のある非金属部の表面との間の空間距

離（沿面距離を含む。）は，1.5 mm以

上とすることができる。ただし，造営

材（分電盤を含む。）に取り付けるもの

の取付面を除く。 

 注21－外郭の突き合せ面の間隙が…   

 空間距離（沿面距離を含む。）の測定方

法は，次の図例によって，スイッチの

可動片，可動金属部などはその可動範

囲内のあらゆる位置で測定する。 
なお，図例又は式の中で，G は空間距

離，Lは沿面距離，A及びBは充電部

又は接地するおそれのある非充電金属

部，E は接地するおそれのない非充電

金属部をそれぞれ示す。 

 注6－「空間距離（沿面距離を含む。）」

の測定方法は，次の図例によるものと

し，スイッチの可動片，可動金属部等

はその可動範囲内のあらゆる位置で測

定するものとする。なお，図例中G は
空間距離，L は沿面距離，A及びBは

充電部又はアースするおそれのある非

充電金属部，E はアースするおそれの

ない非充電金属部をそれぞれ示す。 

  

 例1  (1) JISに同じ   
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L＝a＋b＋c＋d＋e （c≧1 mm） 
L＝a＋c＋e  （c＜1 mm） 
G＝a＋c＋e 

 例2 

 
L＝a＋b＋c （c≧1 mm） 
L＝a＋（b－T）＋c （c＜1 mm） 
G＝a＋e 又は a＋g のいずれか小さい

方 

 (2) JISに同じ   

 例3 

 
L＝a＋2b＋c＋e （a�1 mm，e�1 
mm） 
L＝a＋2（b－T）＋c＋e （a＜1 mm，

e＜1 mm） 
L＝a＋b＋（b－T）＋c＋e （a�1 mm，

e＜1 mm） 
G＝g1＋c＋g2 （b＞T） 

 (3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
G = ｇ1+ｃ+ｇ2 
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G＝a＋c＋e （b≦T） 
 例4 

 

L＝G 
G＝a＋e （a�1 mm，e�1 mm） 
G＝a （e＜1 mm） 
G＝e （a＜1 mm） 

 (4) JISに同じ   

 例5 

 
L＝a＋c＋e （f�1 mm） 
L＝a＋e＋2f 又は a＋c＋e のいずれか

小さい方 （f＜1 mm） 
G＝a＋e （a�1 mm，e�1 mm） 
G＝a （e＜1 mm） 
G＝e （a＜1 mm） 

 (5) 
 
 
 
 
 
 
 
… 
L=a+e･･････････････････（f＜1㎜） 
… 

  

 例6 

 
L＝G 
L＝a＋b＋c＋d＋e 

 (6) 
 
 
 
 
… 
L=a+b+c+d+e･･････････（b＞0,d＞0) 

  

 注記 1 機能を発揮するために設ける  注7－機能を発揮するために…   
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特殊目的をもった放電ギャップなどの

電極間には，空間距離（沿面距離を含

む。）の規定は適用しない。 
 注記 2 絶縁変圧器以外のものを用い

て電圧降下をさせている充電部の電圧

は，極性が異なる充電部相互間はその

電圧とし，充電部とその他の部分との

間は入力電圧とする。 

 注 8－絶縁変圧器以外のものを用いて

… 
  

 注記3 “充電部と人が触れるおそれの

ある非金属部の表面との間”の空間距

離（沿面距離を含む。）は，開口部（く

ぼみを含む。）をもつものは，次の図例

による。この場合において，標準テス

トフィンガに 30 N の力を加えたとき

変形するものは，変形した位置から測

定する。 

 注9－「充電部と人がふれるおそれのあ

る非金属部の表面との間」の… 
  

 

 
Aに対して規定の距離を要求する。 

例1 

 JISに同じ   

 

 

 JISに同じ   
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A＋Bに対して規定の距離を要求する。

例2 
 

 
Aに対して規定の距離を要求する。 

例3 

 JISに同じ   

 注記 4 非金属製外郭の突合せ面を通

して人が触れる部分と充電部との間

は，“充電部と人が触れるおそれのある

非金属部の表面との間”とみなす。た

だし，突合せ面が接着剤で固定してあ

る場合は，空間距離（沿面距離を含む。）

は適用しない。 

 注10－非金属製外かくの…   

 注記 5 スイッチの遮断距離及び開閉

接触部の近傍には，空間距離（沿面距

離を含む。）の規定は適用しない。次の

図例による。 

 注15－スイッチの遮蔽距離及び…   

 例1 

 

 JISに同じ   

 例2  JISに同じ   
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 注記6 “端子部”とは，電源及び負荷

用接続端子の端子金具をいい，次の部

分を含む。 
なお，電線の接続箇所を特定できない

ものは，端子金具を端子部とみなす。

 注11－「端子部」とは…   

 a) 端子ねじの頭部で電線（又はコー

ド），ワッシャなどを締め付ける端子構

造のものは，端子ねじの頭径から1 mm
大きい範囲内（ワッシャ，当金を含む。）

の頭側。図例を次に示す。 
例1 単位 mm

 (1) 端子ねじの頭部で…   

 b) 端子ねじの先端で電線（又はコー

ド），当金などを押締めする端子構造の

もの及び端子ねじに設けた引締め金具

で電線（又はコード）を引き締める構

造のものは，端子ねじ，当金（引締め

金具を含む。），端子金具の電線挿入孔

内面。図例を次に示す。 
例2 

 (2) 端子ねじの先端で…   
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例3 

 
 c) a) 及び b) を併用できる端子構造

のものは，a) 及びb) を適用した範囲。

 (3) (1)及び(2)を併用できる…   

 d) 端子にはんだ付け，かしめ又は溶

接するものは，端子金具のうちこれら

の加工を施すことができる範囲。図例

を次に示す。 
例4 

 
例5 

 

 (4) 端子に半田付け，かしめ又は…   

 e) 平形接続端子（ファストン端子）は，  (5) 平形接続端子（ファストン端子）に   
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おす側端子金具のショルダー以外の部

分。図例を次に示す。 
例6 

 

あっては… 

 f) 速結端子（スプリング式ねじなし端

子）は，端子金具のうち電線を挿入し

た状態において接触できる部分。図例

を次に示す。 
例7 

 

 (6) 速結端子（スプリング式ねじなし

端子）にあっては… 
  

 注記7 “極性が異なる充電部相互間”

の“端子部”の空間距離（沿面距離を

含む。）の測定は，次の図例による。 
例1 

 注 16－「極性が異なる充電部相互間」

の… 
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 測定箇所 
 A－B 
例2 

 
 測定箇所 
 A－B 
 A－C 
 B－C 
例3 

 

 測定箇所 
 A－B B－C 
 A－C B－D 
 A－D C－D 
例4 
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 測定箇所 
 A－B 
 B－C 

 注記 8 “端子部とその他の箇所との

間”及び“端子部”とは，電線を取り

付けた状態で距離が変化するものは，

器具の定格に応じた太さの電線及び取

り付けることができる最小の太さの電

線を取り付けたときの距離をいう。 

 注12－「端子部とその他の箇所との間」

及び「端子部」は… 
  

 注記9 “固定している部分”には，導

電金具が開閉動作などによって定めら

れた範囲内を移動するものを含む。 

 注13－「固定している部分」には… 
注17－「固定している部分」には… 

  

 注記 10 口出し線付きのもののその口

出し線の接続が器具内部の端子部に，

はんだ付け，かしめ又は溶接してある

ものであって，器具がリベットなどで

組み立てられ容易に解体できないもの

の口出し線取付部は，“端子部”には含

まない。 

 注14－口出し線付きのものの…   

 注記 11 開閉動作によって発生する金

属粉の発生箇所に直面する箇所及びこ

れらの金属粉が堆積するおそれのある

箇所であって，沿面せん（閃）絡を発

生するおそれのない箇所は，“金属粉が

 注18－開閉動作により発生する…   
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付着しにくい箇所とみなす。図例を次

に示す。 
例1 金属粉の発生 

 

 

例 2 金属粉が堆積するおそれのある

箇所及び沿面せん（閃）絡を発生する

おそれのある箇所 

 注記 12 “器具の外面”とは，機器組

込用点滅器などの場合，機械器具に取

り付けた後，機械器具の表面に露出す

るおそれのある部分をいい，これ以外

の外面の部分は“器具の内部”とみな

す。 

 注20－「器具の外面」とは…   

 注記 13 線間電圧又は対地電圧が 15 
V 以下の部分であって，耐湿性の絶縁

被膜をもつものは，空間距離（沿面距

離を含む。）は，0.5 mm以上とするこ

 注22－線管電圧又は対地電圧が…   
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とができる。 
JA.2.2 JA.2.2 構造上やむを得ない部分の試

験 
“絶縁変圧器の 2 次側回路，整流後の

回路などの構造上やむを得ない部分”

に対しては，次によって試験する。 

 項目なし   

 a) 極性が異なる充電部相互間を短絡

したとき，短絡回路に接続している部

品は燃焼してはならない。ただし，そ

の回路に接続している一つの部品が燃

焼した場合において他の部品が燃焼す

るおそれがないものは，燃焼しないも

のとみなす。 
注記1 “短絡”は，回路間，部品相互

間及び部品の端子間で，空間距離（沿

面距離を含む。）が規定値を満足しない

箇所について1か所ずつ行う。 
注記 2 “短絡回路に接続している部

品”には，変圧器（入力電源に用いる

ものに限る。）をもつものは当該変圧器

の1 次及び2 次巻線，整流回路をもつ

ものは整流器（入力電源に使用するも

のに限る。）を含む。この場合において，

これらのものが燃焼したときは，“一つ

の部品が燃焼した場合において他の部

品が燃焼するおそれ”があるものとみ

なす。 
注記3 “一つの部品”に施したスリー

ブ，チューブなどはそれらを含めて“一
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つの部品”とみなす。 
注記4 “燃焼するおそれ”には，単な

る発煙及び焦げは含まない。 
 b) 極性が異なる充電部相互間又は充

電部と人が触れるおそれのある非充電

金属部との間を接続したとき，その非

充電金属部又は露出する充電部は，次

のいずれかに適合しなければならな

い。 
－ 対地電圧及び線間電圧は，交流30 
V以下及び直流45 V以下である。 
注記5 “対地電圧及び線間電圧”とは，

使用中に継続的に発生する電圧又は無

負荷の電圧のうちでいずれか高い値の

ものをいう。 
－ 1 kΩの抵抗を大地との間，線間又

は非充電金属部と充電部との間に接続

したとき，当該抵抗に流れる電流は，

商用周波数を超える周波数において感

電の危険が生じるおそれのない場合を

除き，1 mA以下である。 

    

 c) a)の試験の後に 500 V の絶縁抵抗

計によって測定した充電部［対地電圧

及び線間電圧が交流 30 V 以下及び直

流45 V以下のもの並びに1 kΩの抵抗

を大地との間又は線間に接続したとき

に，その抵抗に流れる電流が1 mA 以

下（商用周波数を超える周波数におい

て，感電の危険が生じるおそれのない
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場合は，1 mA以下であることを要しな

い。）のものを除く。］と人が触れるお

それのある非充電金属群との間の絶縁

抵抗は，0.1 MΩ以上でなければならな

い。 
参考文献 参考文献 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニル

キャブタイヤケーブル 

項目なし 国際規格に同じ 参照した規格を追加した。 追加 

 JIS C 3342 600 Vビニル絶縁ビニル

シースケーブル（VV） 
    

 JIS C 3662-4 … 
注 記  対 応 国 際 規 格 ： IEC 
60227-4:1992…（IDT） 

    

 JIS C 8462-1 … 
注記 対応国際規格：IEC 60670:1989
…（IDT） 

    

 JIS C 60364-4-41 低圧電気設備－第

4-41部：安全保護－感電保護 
    

 JIS K 7202-2 … 
注記 対応国際規格：ISO 2039-2:1987
…（IDT） 

    

 IEC 60050-442:1998…     

 
 
 


